
直前準備ガイド
令和５年度税制改正情報までを収録

いよ
　 いよ 実務に 備える！

消費税
インボイス制度

始まる！

免 税 事 業 者 の 対 応
課税事業者・売手としての対応
課税事業者・買手としての対応

がよく分かる！



消費税のインボイス制度が、本年（令和５年）10月１日に開始します。

インボイス制度とは、国税庁に登録した事業者が課税売上げについて登録番号

を記載した請求書等（インボイス）を交付し、買手は、インボイスを受け取った場

合に限り仕入税額控除が可能になるという制度です。

この制度変更は、事業規模の大小にかかわらず全ての事業者に影響する、消費

税始まって以来の大改革です。事業者には、事務負担が増加するのみならず、実

質的な税負担が生じることも想定されます。

制度を正しく理解して、来るべき日に備えなければなりません。

本冊子がその一助となれば幸いです。

はじめに

略　称

インボイス制度

インボイス

簡易インボイス

返還インボイス

インボイス発行事業者

法律上の正式名称

適格請求書等保存方式

適格請求書

適格簡易請求書

適格返還請求書

適格請求書発行事業者

本冊子では、次の略称を使用しています。
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　1 そもそも「消費税」とは？

消費税は、物の販売やサービスの提供に対して広く課税される税です。
ただし、土地の譲渡及び貸付け、医療や学校教育、住宅の貸付けなど、ごく限られた分野にお
いて非課税となる取引が定められています。
また、輸出取引等には課税しない輸出免税の取扱いもあります。

　2 消費税の税率

消費税の税率は10％（※）です。酒類と外食を除く飲食料品の販売と定期購読契約の新聞の販売に
は、8％（※）の軽減税率が適用されます。
※　10％には2.2％、８％には1.76％の地方消費税が含まれています。

　3 課税事業者と免税事業者
　
全ての法人と個人事業者は、原則として、消費税の申告納税を行う義務があります。ただし、
申告のための事務負担に耐えられない小規模事業者のために、納税義務を免除する制度が設けら
れています。
納税義務が免除される事業者を免税事業者といいます。

基準期間とは、法人の場合は前々事業年度、個人事業者の場合は前々年をいいます。
特定期間とは、法人の場合は前事業年度上半期６か月間、個人事業者の場合は前年１月１日か
ら６月30日までの期間をいいます。

次の全てに該当すると納税義務が免除される
①　基準期間における課税売上高が1,000万円以下
②　特定期間における課税売上高が1,000万円以下
③　課税事業者を選択するなど、免税事業者でな
くなる特例の適用を受けない

●納税義務が免除されない事業者

●小規模事業者でも、税務署に届出を
して課税事業者となることができる

課税事業者 免税事業者

（注）　本冊子の内容は、令和４年12月16日現在の法令等によります。また、本冊子で使用する「消費税」という用語は、消費
税及び地方消費税を含みます。

1 消費税の仕組み
について知ろう

1
消
費
税
の
仕
組
み
に
つ
い
て
知
ろ
う

9 小売業等は簡易インボイスでかまわない
 販売業務を委託した場合はどうする？
 偽インボイスには１年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 間違ったインボイスを交付してしまったらどうする？

.................................................................... 28
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.................................. 30
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注目！ 今後の改正予定　
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　3 簡易課税とは？

（1） 控除対象仕入税額の計算
簡易課税制度は、売上税額にみなし仕入率を適用して納付すべき消費税額を計算する方法です。
実際の課税仕入れ等を計算の基礎としないので、帳簿及びインボイスの保存の要件はありません。

（2） 適用の要件
簡易課税制度は、簡易課税制度選択届出書を提出して、事業者が選択します。
次の２つの要件を満たすと必ず適用されます。

（3）２年間の継続適用
簡易課税制度の適用をやめたいときは、簡易課税制度選択不適用届出書を提出します。
ただし、原則として、２年間（適用開始の課税期間の初日から２年を経過する日の属する課税期
間まで）継続して適用することとされています。

日本の消費税は、創設以来インボイス制度を採用してきませんでしたが、税率引上げの緩衝材
として軽減税率が導入され、それに伴うインボイス制度への移行が決定しました。
ただし、執行可能性に配慮して、当面は請求書等保存方式を維持し、インボイス制度は令和５
年10月１日から実施することとされました。
複数税率下の請求書等保存方式では、一つの請求書等に税率が異なる課税仕入れが記載されて
いる場合には、軽減税率の対象にはその旨及び税率ごとの支払対価の額の合計額が記されていな
ければなりません。軽減税率が導入された令和元年10月以後は、単一税率制度下の請求書等保存
方式と区別して、「区分記載請求書等保存方式」と呼ばれています。

現行制度（区分記載請求書等保存方式）とインボイス制度（適格請求書等保存方式）には、次のよ
うな違いがあります。

インボイス制度導入軽減税率導入

卸売業

小売業、飲食料品の譲渡を行う農林漁業

農林漁業（飲食料品の譲渡以外）、鉱業、建設業、
製造業、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業
運輸通信業、金融業及び保険業、サービス業（飲食
店業以外）

不動産業

飲食店業及び上記以外の事業

第１種事業：

第２種事業：

第３種事業：

第５種事業：

第６種事業：

第４種事業：

90％

80％

70％

50％

40％

60％

1％（0.8％）※

2％（1.6％）※

3％（2.4％）※

5％

6％

4％

事業区分 みなし仕入率

区 

分

登
録
制
度

仕
入
税
額
控
除

税抜売上高に対する
納税額の率

事業区分ごとの
みなし仕入率

売上税額
簡易課税制度による
控除対象仕入税額 = ×

①　簡易課税制度選択届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後である
②　基準期間における課税売上高が5,000万円以下である

※　事業を開始した日の属する課税期間等に選択届出書を提出する場合には、その事業を開始した課税期間から適用することができ
ます。
※　課税事業者を選択しその継続期間中に調整対象固定資産の仕入れ等をした場合や高額特定資産の仕入れ等をした場合には、所定
の要件のもとに、簡易課税制度選択届出書の提出を制限する取扱いがあります。

※　（　）内は、軽減税率が適用される場合。

3

事業者登録制度あり

●売手にインボイスの交付義務あり
●免税事業者・未登録事業者は交付不可
●不正交付の罰則あり

免税事業者からの課税仕入れは仕入税額控除
の対象とならない（６年間は経過措置あり）

電子インボイスの授受と保存可

売手の交付義務が免除される取引等に、イン
ボイス保存不要の取扱いあり

事業者登録制度なし

●売手に請求書等の交付義務なし
●免税事業者も交付可
●不正交付の罰則なし

免税事業者からの課税仕入れも仕入税額控除
の対象

データで受け取った請求書等は不可

税込３万円未満の取引等に、請求書等の保存
不要の取扱いあり

H９.４.１

消費税法創設

H１.４.１ R１.10.１ R５.10.１

仕入税額控除 帳簿方式 請求書等保存方式 区分記載請求書等保存方式 インボイス制度

税率構造 単一税率制度 複数税率制度

インボイス制度（適格請求書等保存方式）
【令和５年10月１日以後】

現行制度（区分記載請求書等保存方式）
【令和５年９月末まで】

買手に帳簿の保存義務あり

インボイス制度の概要
について知ろう

3
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　1 事業者登録制度と仕入税額控除の要件

インボイス制度は、事業者登録制度を基礎とする消費税の仕組みです。
国税庁に登録をした「インボイス発行事業者」が交付するインボイスの保存が、一般課税による
仕入税額控除の要件となります。登録は課税事業者に限られているので、免税事業者や消費者か
らの仕入れは控除できません。

　2 インボイスとは？

インボイスは、正確な適用税率や消費税額等を伝える手段です。インボイスによって、売手が
その課税売上げにつき消費税を納付することが証明され、買手の控除の権利が保障されます。イ
ンボイスは、買手の納付税額を減らす金券であるといえます。
具体的には、インボイス発行事業者が次に掲げる事項を記載して交付する請求書や領収書等を
いいます。様式の定めはありません。適格請求書やインボイスといった名称を付ける必要はなく、
❶～❽の記載事項を満たしているものはインボイスに該当します。

❷登録番号、❻適用税率、❼消費税額等は、区分記載請求書等保存方式において保存することと
されている請求書等の記載事項に追加された事項です。
また、請求書等保存方式では、❺対価の額の合計額は「税込み」とされていました。

　3 簡易インボイスとは？

インボイス発行事業者が、小売業や飲食店業、不特定かつ多数の者に課税売上げを行う事業で
ある場合には、インボイス（適格請求書）に代えて、簡易インボイス（適格簡易請求書）を交付する
ことができます。
「不特定かつ多数の者に課税売上げを行う事業」には、事業者が、顧客の氏名や名称等を確認せ
ず、相手方を問わず広く商品の販売等を行う事業が該当します。

御請求書

11月分　131,200円
○○商店株式会社

登録番号　T1234567890123
令和○年11月30日

株式会社△△御中

日付 品名 金額

※　軽減税率対象

キッチンタオル
魚※

ジュース※

ビール
…

120,000
40,000
80,000

11月1日
11月2日
11月3日
11月4日
…
合計

８％対象
10％対象

8,000
7,800
11,000
8,000
…

11,200
3,200
8,000

消費税
消費税
消費税

❶
❷

❸ ❹

❹

❻ ❺ ❼

❽

簡易インボイスの記載事項インボイスの記載事項

❶ 売手の名称
法人はその名称、個人事業者は氏名を記載します。電話番号の記載などにより事業者が特定できる場合は、
屋号や略称などを記載することができます。

❷ 登録番号
登録番号の構成は、「Ｔ（ローマ字）」＋ 数字 13 桁（例：Ｔ1234567890123）です。
法人は、マイナンバー法による法人番号が数字 13 桁の部分となります。
個人事業者の登録番号は、登録申請の後、税務署から通知されます。
表記は、半角・全角を問いません。

❸ 取引年月日
商品を納品した日やサービスの提供を行った日です。
月まとめの請求書などは、その期間を記載することもできます。

❹ 取引の内容
商品名等を記載します。「野菜・果実」「文房具」といった商品の種類ごとの記載でも構いません。
軽減税率の対象にはその旨（「※」などの記号を付し、「※　軽減税率対象」と示しておく）を記載します。

❺ 対価の額の合計額
税抜き又は税込みで、税率ごとに合計します。

❻ 適用税率
10％の売上げしかない場合も「10％」と記載します。

❼ 消費税額等
消費税額及び地方消費税額の合計額です。
１円未満は税率ごとに、切上げ、切捨て、四捨五入など、一のイン
ボイスにつき１回の端数処理を行います。個々の商品ごとに端数処
理を行うことは認められません。

簡易インボイスでは、❻適用税
率又は❼消費税額等のいずれか
の記載でかまいません。

簡易インボイスでは、❽買手の
名称の記載を省略することがで
きます。

❽ 買手の名称
インボイスの宛名です。
正式名称のほか、屋号や略称などを記載することもできます。
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　1 事業者登録制度と仕入税額控除の要件

インボイス制度は、事業者登録制度を基礎とする消費税の仕組みです。
国税庁に登録をした「インボイス発行事業者」が交付するインボイスの保存が、一般課税による
仕入税額控除の要件となります。登録は課税事業者に限られているので、免税事業者や消費者か
らの仕入れは控除できません。

　2 インボイスとは？

インボイスは、正確な適用税率や消費税額等を伝える手段です。インボイスによって、売手が
その課税売上げにつき消費税を納付することが証明され、買手の控除の権利が保障されます。イ
ンボイスは、買手の納付税額を減らす金券であるといえます。
具体的には、インボイス発行事業者が次に掲げる事項を記載して交付する請求書や領収書等を
いいます。様式の定めはありません。適格請求書やインボイスといった名称を付ける必要はなく、
❶～❽の記載事項を満たしているものはインボイスに該当します。

❷登録番号、❻適用税率、❼消費税額等は、区分記載請求書等保存方式において保存することと
されている請求書等の記載事項に追加された事項です。
また、請求書等保存方式では、❺対価の額の合計額は「税込み」とされていました。

　3 簡易インボイスとは？

インボイス発行事業者が、小売業や飲食店業、不特定かつ多数の者に課税売上げを行う事業で
ある場合には、インボイス（適格請求書）に代えて、簡易インボイス（適格簡易請求書）を交付する
ことができます。
「不特定かつ多数の者に課税売上げを行う事業」には、事業者が、顧客の氏名や名称等を確認せ
ず、相手方を問わず広く商品の販売等を行う事業が該当します。

御請求書

11月分　131,200円
○○商店株式会社

登録番号　T1234567890123
令和○年11月30日

株式会社△△御中

日付 品名 金額

※　軽減税率対象

キッチンタオル
魚※

ジュース※

ビール
…

120,000
40,000
80,000

11月1日
11月2日
11月3日
11月4日
…
合計

８％対象
10％対象

8,000
7,800
11,000
8,000
…

11,200
3,200
8,000

消費税
消費税
消費税

❶
❷

❸ ❹

❹

❻ ❺ ❼

❽

簡易インボイスの記載事項インボイスの記載事項

❶ 売手の名称
法人はその名称、個人事業者は氏名を記載します。電話番号の記載などにより事業者が特定できる場合は、
屋号や略称などを記載することができます。

❷ 登録番号
登録番号の構成は、「Ｔ（ローマ字）」＋ 数字 13 桁（例：Ｔ1234567890123）です。
法人は、マイナンバー法による法人番号が数字 13 桁の部分となります。
個人事業者の登録番号は、登録申請の後、税務署から通知されます。
表記は、半角・全角を問いません。

❸ 取引年月日
商品を納品した日やサービスの提供を行った日です。
月まとめの請求書などは、その期間を記載することもできます。

❹ 取引の内容
商品名等を記載します。「野菜・果実」「文房具」といった商品の種類ごとの記載でも構いません。
軽減税率の対象にはその旨（「※」などの記号を付し、「※　軽減税率対象」と示しておく）を記載します。

❺ 対価の額の合計額
税抜き又は税込みで、税率ごとに合計します。

❻ 適用税率
10％の売上げしかない場合も「10％」と記載します。

❼ 消費税額等
消費税額及び地方消費税額の合計額です。
１円未満は税率ごとに、切上げ、切捨て、四捨五入など、一のイン
ボイスにつき１回の端数処理を行います。個々の商品ごとに端数処
理を行うことは認められません。

簡易インボイスでは、❻適用税
率又は❼消費税額等のいずれか
の記載でかまいません。

簡易インボイスでは、❽買手の
名称の記載を省略することがで
きます。

❽ 買手の名称
インボイスの宛名です。
正式名称のほか、屋号や略称などを記載することもできます。
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　1 免税事業者は登録できない

インボイス発行事業者が交付するインボイスは、課税事業者として消費税を納税することを証
明する書類であるため、免税事業者は登録することができません。
インボイス発行事業者の登録をしていない事業者が、インボイスと誤認されるおそれがある書
類（インボイス類似書類等）を交付すると、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金の対象となります。

　2 インボイス制度開始から６年間の経過措置

激変緩和の趣旨から、インボイス制度の導入後６年間は、請求書等保存方式において仕入税額
控除の対象となるものについて、次の割合で仕入税額控除ができる経過措置が設けられています。

この経過措置の適用を受けるためには、買手において、区分記載請求書等と同様の記載事項が
記載された請求書等の保存と帳簿への経過措置の適用を受ける旨の記載が必要です。

　3 免税事業者は課税事業者を選択して登録するべき？

上記2の６年間の経過措置はあるものの、控除できない部分の消費税額は、買手のコストにな
ります。したがって、免税事業者は、消費税相当額を支払わない値下げ交渉をされる可能性があ
ります。また値下げをしたとしても、買手は、インボイスのある課税仕入れと区分して計算しな
ければならず、事務が煩雑になります。

したがって、買手から見ると全ての仕入先がインボイス発行事業者であるに越したことはあり
ません。令和５年10月１日以後に登録番号を記載しない請求書等を交付すれば、それは得意先に
対して、自らが消費税の申告納税を行わない免税事業者であることを告白することになります。
得意先がそれをどのように受けとめるのかをおしはかって、インボイス制度の開始時に課税事業
者となる必要があるかどうか検討しましょう。

（1） 不動産賃貸業
土地の貸付け及び住宅の貸付けは非課税です。非課税となる賃
貸のみである場合には、インボイス発行事業者となる必要はあり
ません。
ただし、課税売上げとなる店舗や事務所の貸付けについては、
賃借人が事業者ですから、インボイスの交付を求められるでしょ
う。インボイスを発行しない場合は、賃料の値下げ交渉をされる
可能性があります。６年間の経過措置にあわせて値下げをすると
いう方法もあるでしょう。

（2） 建設業（ひとり親方）
建設業の下請けをするひとり親方が登録をしない場合、控除で
きない消費税額相当額は親事業者のコストになります。ひとり親
方は、建設業法及び下請法によって保護されますが、発注先選定
においてマイナスの要因となり、従前の取引条件の変更や下請代
金の減額を要請される可能性は高いでしょう。親事業者との交渉
次第では、課税事業者となることを検討しなければなりません。
インボイスの交付がなくても、これまでどおり仕事を受注する
だけの技術や特色があるかどうか、冷静に分析する必要があり
ます。

（3） ライター・デザイナー・プログラマー
フリーランスのライターやデザイナー、プログラマーは、仕事
の特異性によりインボイスの交付の有無に関係なく受注できる場
合を除き、登録の必要性が高い業種です。インボイス制度の準備
として、インボイス発行事業者であることを発注の要件とする動
きも見られます。
なお、６年間の経過措置の利用により、しばらくは免税事業者
でいることができるかもしれません。クライアントと相談しまし
ょう。
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4

インボイス制度開始

R５.10.１ R８.10.１ R11.10.１

３年間 ３年間 その後

インボイスの保存がない
課税仕入れにつき

50％控除可能

インボイスの保存がない
課税仕入れにつき

80％控除可能 インボイスの保存がない
課税仕入れは

控除できない

免税事業者はどのように
対応すべき？
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　1 登録申請は原則として令和５年３月31日までに

インボイスを交付するためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して申請し、税
務署長の登録を受ける必要があります。原則として、令和５年３月31日までに申請すれば、イン
ボイス制度の開始の時からインボイス発行事業者となります。
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課税事業者（売手）として
どのように対応すべき？5

Ⅰ　インボイス発行事業者の登録申請
●原則として、令和５年３月31日までに申請

Ⅱ　インボイスの交付方法・保存方法の決定とシステムの改修
●何をインボイスとするか（請求書、納品書、領収書など）
●インボイスの交付をどうするか（紙の交付か、電子インボイスの提供か）
●ベンダー等に、費用と作業工程を確認
●インボイス発行事業者の登録の通知を受けた時点で登録番号の記載が
　可能

Ⅲ　対応窓口を開設し、取引先に登録番号とインボイスの交付方
　　法を連絡

●社内管理及び取引先からの問い合わせに応える担当者を決定し、対応窓
　口を開設
●登録を完了した旨、インボイスの交付方法、対応窓口等を取引先へ連絡

イ
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売 手 の 事 前 準 備

R３.10.１ R５.３.31 R5.10.１

R５.３.31までに登録申請書を提出 インボイス発行事業者
インボイス制度開始

登録日
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申請期限
（原則）

R５.10.１

取消手続きに要する期間の見直し
　令和５年度税制改正において、翌課税期間の初日から登録を取り消そうとする場合には、
その翌課税期間の初日から起算して15日前の日（改正前：その提出があった課税期間の末日
から起算して30日前の日の前日）までに届出書を提出しなければならないこととする見直し
が予定されています。
登録手続きに要する期間の見直し
　インボイス制度開始後の登録申請については、次の見直しが予定されています。
●免税事業者が課税期間の初日から登録を受けようとする場合には、その課税期間の初日から起算し

て15日前の日（改正前：その課税期間の初日の前日から起算して１か月前の日）までに登録申請書を
提出しなければならないこととする。

●インボイス発行事業者の登録等に関する経過措置の適用により、令和５年10 月１日後に、免税事業
者が課税期間の途中から登録を受けようとする場合には、申請書の提出日から15日を経過する日以
後の日を登録希望日として記載するものとする。

（「令和5年度税制改正大綱（令和４年12月16日、自由民主党・公明党）」より）

（「令和5年度税制改正大綱（令和４年12月16日、自由民主党・公明党）」より）

※　手続きに要する期間が半減され、２週前の応当日の前日が提出期限となります。
※　登録申請は１か月前、登録取消は30日前と複雑な手続規定であるものが、わかりやすく整備されます。
※　令和５年10月１日に登録する場合の申請手続きに変更はありません。

簡易課税制度選択届出書の届出時期の特例
　令和５年度税制改正において、19頁の【小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置】
の適用を受けたインボイス発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中に簡
易課税制度選択届出書を提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税
制度の適用を認めることとする改正が予定されています。

R６.１.17
水曜日 木曜日

R６.２.１
木曜日

【令和６年２月１日に登録を希望する場合】

登　録申請書提出

木曜日に登録する場合は２週前の水曜日までに提出

　 簡易課税制度選択届出書の届出時期の特例

簡易課税制度の適用は、事前の届出が原則とされていますが、令和５年10月１日から令和11年
９月30日の属する課税期間において登録する免税事業者が、登録日の属する課税期間中に「簡易課
税制度選択届出書」を提出した場合には、登録日から簡易課税制度を適用することができることと
されています。

（「令和５年度税制改正大綱（令和４年12月16日、自由民主党・公明党）」より）

注目！ 今後の改正予定　

注目！ 今後の改正予定　
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6 課税事業者（買手）として
どのように対応すべき？

Ⅰ　対応窓口を開設し、取引先の登録の有無やインボイスの様式
　　と受領方法を確認

●社内管理及び仕入先と折衝する担当者を決定し、対応窓口を開設
●仕入先の状況を把握する（対策の第一歩は「現状把握」）

Ⅱ　インボイスの保存方法の検討とシステムの改修
●書面、電子インボイス、複数の書面やデータの組み合わせなど、様々な
　方法で交付されるインボイスを保存する必要がある
●ベンダー等に、費用と作業工程を確認

Ⅳ　簡易課税制度を適用する場合は、帳簿及びインボイスの保存
　　は不要

Ⅲ　仕入先が登録しない場合の対応の検討
●独占禁止法等の法令を遵守して、取引額変更の交渉、仕入先選定の見直
　し等

帳
簿
と
イ
ン
ボ
イ
ス
を

保
存
し
て
仕
入
税
額
控
除

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

買 手 の 事 前 準 備

6
課
税
事
業
者（
買
手
）と
し
て
ど
の
よ
う
に
対
応
す
べ
き
？

R５.10.１

　 偽インボイスには１年以下の懲役又は50万円以下の罰金

インボイス制度は、売手による消費税の納税がインボイスによって証明された場合に、買手に
おける仕入税額控除を認める厳格な制度です。したがって、偽インボイスの交付は厳しく禁止さ
れており、次の禁止行為には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則が設けられてい
ます。
インボイス発行事業者でない者が、インボイス発行事業者が作成したインボイスであると誤認
されるおそれのある表示をした書類（インボイス類似書類等）を交付することは禁止されています。
インボイス発行事業者については、偽りの記載をしたインボイスを交付することが禁止されて
います。

　 間違ったインボイスを交付してしまったらどうする？

交付したインボイスの記載事項に誤りがあった場合には、修正した正しいものを再交付しなけ
ればなりません。
ただし、買手は、自ら作成した仕入明細書等で売手の確認を受けたものを保存することもでき
るので、買手が誤っている箇所を修正して、売手に確認を求めることも考えられます。この場合
は、売手は、改めて修正したインボイスを交付する必要はありません。保存しているインボイス
の写しを修正しておきましょう。

なお、インボイスの記載事項を単に誤っただけでは、罰則の対象となる「偽りの記載」には当た
りません。記載事項に誤りを発見した場合は、速やかに買手に連絡して対応しましょう。

簡易課税制度においては、実際の課税仕入れに基づく計算は
行いません。売上税額にみなし仕入率を乗じて控除対象仕入
税額を計算します。したがって、帳簿及びインボイスの保存
の必要はなく、インボイス制度への準備はありません。
一般課税である場合は、次頁以下のような準備が必要になり
ます。

区 分

インボイス
発行事業者以外

インボイス
発行事業者

1年以下の懲役
又は

50万円以下の罰金

インボイス類似書類等の交付又はデータの提供
▶「T＋13桁の数字」の記載はできない

偽りの記載をしたインボイスの交付又はデータの提供
▶単なる記載の間違いは「偽りの記載」ではない

罰則禁止行為

インボイスの記載事項に誤りがあった場合

交付を受けた事業者（買手）交付したインボイス発行事業者（売手）

再交付を受けて保存する必要がある
（自ら修正した場合は売手の確認を受ける）

修正して再交付する義務がある
（買手による修正を確認した場合は写しを修正する）



申告書において納付すべき税額の計算の基礎となる売上税額及び仕入税額の計算方法を確認し
ておきましょう。
売上税額の積上げ計算の適用には、新たに要件が設けられています。旧消費税法施行規則22条
１項の「課税標準額に対する消費税額の計算の特例」に係る経過措置を適用している小売業者等は、
注意してください。

　1 売上税額の計算方法

売上税額は、割戻し計算により算出するのが原則です。
ただし、少額の課税売上げを大量に行う小売業等では、割戻し計算に耐えられないケースが考
えられます。インボイスに記載する消費税額等は、税率ごとに、切上げ、切捨て、四捨五入など、
インボイス発行事業者の任意で行うことができますが、一般に切捨て処理を行う場合が多く、そ
の切り捨てた消費税額等が積み重なって、大きな負担となるからです。
そこで、保存しているインボイスの写しに記録されている税率ごとの消費税額等による「積上げ
計算」の特例が設けられています。
なお、簡易インボイスに「税率ごとに区分した消費税額等」を記載せず、「適用税率」のみを記載
して交付する場合は、積上げ計算を行うことはできません。

　2 仕入税額の計算方法

（1） 原則（積上げ計算）
一般課税の控除対象仕入税額は、個別対応方式、一括比例配分方式又は全額控除のいずれかに
よって計算することとなります。この場合、控除対象仕入税額の計算の基礎となる課税仕入れに
係る消費税額等の計算は、原則として、積上げ計算によります。
積上げ計算には、インボイスに記載された消費税額等を積算する「請求書等積上げ計算」と、課
税仕入れの都度、帳簿に計上した仮払消費税額等を積算する「帳簿積上げ計算」の２種類がありま
す。
請求書等積上げ計算は、仕入明細書を作成している場合のほか、電子インボイスの提供を受け
て自動計算するシステム又は経費の自動精算システム等が必要です。
帳簿積上げ計算は、課税仕入れの都度、財務会計システムに仕訳入力して集計することができ
ます。

（2） 特例（割戻し計算）
売上税額の計算につき、「割戻し計算」としている場合は、課税仕入れに係る消費税額等につい
ても、適用税率ごとの課税仕入れの支払対価の額の合計額から消費税額等を算出する「割戻し計算」
によることができます。
この要件は、売上税額と仕入税額の計算方法の違いを利用した有利計算を排除する措置である
と説明されています。

（3） 簡易課税制度
簡易課税制度を適用する場合は、売上税額に業種ごとのみなし仕入率を乗じて計算します（簡易
課税制度については、8頁を参照）。
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その課税期間の税込売上高の合計額から税率ごとの課税標準額
を算出し、これに各税率を乗じて課税標準額に対する消費税額
等を算出する方法
※　現行と同じ計算方法

交付したインボイスに記載した消費税額等を積算する方法
※　少額の売上げを大量に繰り返す小売業者等に配慮した方法
※　簡易インボイスに「消費税額等」を記載しない場合は適用できない
※　仕入税額につき「積上げ計算」によることが要件

原則（割戻し計算）

特例（積上げ計算）

保存するインボイスに記載された消費税額等を積算する方法
※　仕入明細書をインボイスとしている場合に適している
※　電子インボイスの提供を受けて自動計算するシステム又は経費の自動精算
システムが必要

課税仕入れの都度計上した仮払消費税額等を積算する方法
※　財務会計システムによる集計

その課税期間の税込課税仕入れの合計額を基礎とする計算方法
※　売上税額につき、「割戻し計算」によることが要件

請求書等積上げ計算

帳簿積上げ計算

特例（割戻し計算）

原
則（
積
上
げ
計
算
）


